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平成２１年第３回上富田町議会定例会会議録 

（第１日） 

○開会期日  平成２１年９月１０日午前９時３０分 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１２名） 

       １番  山 本 明 生        ２番  木 村 政 子 

       ３番  三 浦 耕 一        ４番  吉 田 盛 彦 

       ５番  大 石 哲 雄        ６番  畑 山   豊 

       ７番  奥 田   誠        ８番  沖 田 公 子 

       ９番  榎 本   敏       １０番  木 本 眞 次 

      １１番  池 口 公 二       １２番  井 澗   治 

                                            

 欠席議員（なし） 

                                            

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  福 田   誠  局 長 補 佐 嵯 峨 紀 子  

                                            

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長  小 出 隆 道   副 町 長  平 見 信 次  

教 育 委 員 長  木 村 悌 吉   教 育 長  谷 本 圭 司  

会計管理者  小 倉 久 義   総務政策課長  和 田 幸太郎  

総務政策課 
企 画 員 

 
家 高 英 宏   

総務政策課
企 画 員

 
浦   勝 明  

総務政策課 
企 画 員 

 
薮 内 昭 孝   住民生活課長

 
廣 井 哲 也  

住民生活課 
企 画 員 

 
菅 谷 雄 二   

住民生活課
企 画 員

 
平 田 隆 文  

住民生活課 
企 画 員 

 
福 田 睦 巳   

住民生活課
企 画 員

 
福 田   稔  

税 務 課 長 
 

和 田 精 之   産業建設課長
 

脇 田 英 男  
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産業建設課 
企 画 員 

 
堀   悦 明   

産業建設課
企 画 員

 
宮 本 正 明  

産業建設課 
企 画 員 

 
川 口 孝 志   

産業建設課
企 画 員

 
植 本   亮  

上下水道課長 
 

木 村 勝 彦   
上下水道課
企 画 員

 
菅 根   清  

上下水道課 
企 画 員 

 
植 本 敏 雄   

教 育 委 員 会
総 務 課 長

 
笠 松 眞 年  

教 育 委 員 会 
生涯学習課長 

 
山 崎 一 光   

                                            

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 諸般の報告 

  日程第 ４ 議案第４３号 平成２０年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定に 

               ついて 

  日程第 ５ 議案第４４号 平成２０年度上富田町特別会計国民健康保険事業歳入 

               歳出決算認定について 

  日程第 ６ 議案第４５号 平成２０年度上富田町特別会計老人保健歳入歳出決算 

               認定について 

  日程第 ７ 議案第４６号 平成２０年度上富田町特別会計町営砂利採取砕石事業 

               歳入歳出決算認定について 

  日程第 ８ 議案第４７号 平成２０年度上富田町特別会計宅地造成事業歳入歳出 

               決算認定について 

  日程第 ９ 議案第４８号 平成２０年度上富田町特別会計共同汚水処理施設事業 

               歳入歳出決算認定について 

  日程第１０ 議案第４９号 平成２０年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業 

               歳入歳出決算認定について 

  日程第１１ 議案第５０号 平成２０年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業 

               歳入歳出決算認定について 

  日程第１２ 議案第５１号 平成２０年度上富田町特別会計奨学事業歳入歳出決算 

               認定について 
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  日程第１３ 議案第５２号 平成２０年度上富田町特別会計農業集落排水事業歳入 

               歳出決算認定について 

  日程第１４ 議案第５３号 平成２０年度上富田町特別会計公共下水道事業歳入 

               歳出決算認定について 

  日程第１５ 議案第５４号 平成２０年度上富田町特別会計介護保険歳入歳出決算 

               認定について 

  日程第１６ 議案第５５号 平成２０年度上富田町特別会計後期高齢者医療歳入 

               歳出決算認定について 

  日程第１７ 議案第５６号 平成２０年度上富田町特別会計朝来財産区歳入歳出 

               決算認定について 

  日程第１８ 議案第５７号 平成２０年度西牟婁郡公平委員会歳入歳出決算認定に 

               ついて 

  日程第１９ 議案第５８号 平成２０年度上富田町水道事業会計決算認定について 

  日程第２０ 報告第２５号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

               ２０年度健全化判断比率の報告について 

  日程第２１ 報告第２６号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

               ２０年度上富田町特別会計宅地造成事業の資金不足比率 

               の報告について 

  日程第２２ 報告第２７号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

               ２０年度上富田町特別会計農業集落排水事業の資金不足 

               比率の報告について 

  日程第２３ 報告第２８号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

               ２０年度上富田町特別会計公共下水道事業の資金不足 

               比率の報告について 

  日程第２４ 報告第２９号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

               ２０年度上富田町水道事業会計の資金不足比率の報告 

               について 

  日程第２５ 議案第５９号 上富田町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

  日程第２６ 議案第６０号 上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する 

               条例 

  日程第２７ 議案第６１号 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第２８ 議案第６２号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第２９ 議案第６３号 上富田町国民健康保険条例の一部を改正する条例 
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  日程第３０ 議案第６４号 平成２１年度上富田町一般会計補正予算（第４号） 

  日程第３１ 議案第６５号 平成２１年度上富田町特別会計国民健康保険事業 

               補正予算（第１号） 

  日程第３２ 議案第６６号 平成２１年度上富田町特別会計老人保健補正予算 

               （第１号） 

  日程第３３ 議案第６７号 平成２１年度上富田町特別会計介護保険補正予算 

               （第１号） 

  日程第３４ 議案第６８号 平成２１年度上富田町特別会計奨学事業補正予算 

               （第１号） 
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△開  会  午前９時３０分 

○議長（吉田盛彦） 

  皆さん、おはようございます。 

  平成２１年第３回定例会を開会するに当たりまして、議員各位のご出席をいただき開

会できますことを厚くお礼申し上げます。 

  座らせていただきます。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成２１年第３回上富田町議会定例会を

開会します。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

                                           

△日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（吉田盛彦） 

  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において１０番、木本眞

次君、１番、山本明生君を指名します。 

                                           

△日程第２ 会期の決定 

○議長（吉田盛彦） 

  日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から９月１８日までの９日間にしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田盛彦） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は９日間に決しました。 

                                           

△日程第３ 諸般の報告 

○議長（吉田盛彦） 

  日程第３ 諸般の報告をさせます。 

  事務局長。 
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○議会事務局長（福田 誠） 

  諸般の報告をいたします。 

  平成２１年６月定例会以降の議員活動、並びに議員派遣の件、及び地方自治法第１２

１条の規定により出席要求した９月定例会の説明員については、お手元に配付していま

す。 

  また、６月定例会において全会一致で可決されました保育所制度の改革に関する意見

書、及び北朝鮮の核実験に断固抗議する決議については、国の関係機関等に６月１８日

付で送付しましたので、ご報告いたします。 

  次に、本定例会の一般質問の通告の締め切りは、本日、９月１０日午後３時までとな

っていますので、質問内容を具体的に記入の上、通告されますようお願いいたします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（吉田盛彦） 

  これで、諸般の報告を終わります。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  おはようございます。 

  本日、ここに平成２１年第３回上富田町議会定例会を招集いたしましたところ、議員

各位におかれましては、公私ともまことにお忙しいところ、ご参集を賜りまして厚くお

礼を申し上げます。また、平素は、町政発展のために格別のご尽力とご協力を賜り、重

ねて深く感謝を申し上げます。 

  今年の夏場は、異常気象の影響で、７月には中国、九州北部の豪雨、また８月には台

風９号に伴う集中豪雨により兵庫県佐用町ほか各地で水害、土砂災害が発生し、災害時

要援護者を始め多くの住民が被災していますが、その原因の１つに避難勧告の遅れを指

摘されたところであり、当町においても、避難勧告等に係る発令の判断基準等の再検討

を行うよう職員に指示したところであります。今後とも関係機関と連携を図りながら防

災対策に万全を期さなければならないと痛感しています。 

  また、新型インフルエンザにつきましては、７月２５日に全員協議会を開催していた

だき現状報告等をさせていただいたところでありますが、８月に入り、全国的に感染が

拡大し、ほぼ流行期レベルとなり、感染が国内で相次ぎ確認された５月に次ぐ第２波が

始まっている可能性が高いことが報道されています。 

  ９月２日現在、国内で１０人の方々が亡くなっていますが、その方々は慢性呼吸器疾

患、慢性心疾患、糖尿病等の基礎疾患を有している方で、インフルエンザに感染したこ
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とが死亡に関与したと考えられています。 

  こういった状況を踏まえ、今後とも引き続き新型インフルエンザ予防対策として、手

洗いうがいの励行及びマスクの着用等を周知するとともに、新型インフルエンザ情報に

ついて関係機関とも連携を図りながら上富田町新型インフルエンザ対策本部において対

応を協議していきますので、議員皆様方のご協力とご理解を賜りますようお願い申し上

げます。 

  さて、本定例議会に上程し、ご審議をお願いする議案は、平成２０年度一般会計並び

に各特別会計等の歳入歳出決算認定が合わせて１６件、報告事項として、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律による健全化比率及び公営企業会計ごとの資金不足比率の

報告が合わせて５件、条例の一部改正が５件、平成２１年度一般会計並びに特別会計補

正予算が合わせて５件の３１件であります。 

  なお、追加議案としまして、工事請負契約の締結について２件、本定例会中に上程さ

せていただきますので、何とぞあわせてよろしくお願いを申し上げます。 

  それでは、諸議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。 

  議案第４３号から議案第５８号までの案件につきましては、平成２０年度上富田町一

般会計並びに各特別会計等の歳入歳出決算認定についてであります。監査委員の意見書

を付して提案させていただきますので、何とぞご承認を賜りますようお願い申し上げま

す。 

  次に、報告第２５号から報告第２９号までの５件につきましては、平成１９年６月２

２日に公布された地方公共団体の財政の健全化に関する法律による健全化判断比率及び

公営企業会計ごとの資金不足比率について報告するものです。 

  この報告は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率とし

ての実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びに公営企

業会計ごとの経営健全化を判断するための資金不足比率について、それぞれの算定の基

礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告し、

かつ公表しなければならないこととなっています。 

  なお、この平成２０年度のそれぞれの比率は、法で定められている基準内となってお

ります。 

  次に、議案第５９号は、上富田町手数料徴収条例の一部を改正する条例であります。

この条例につきましては、平成２０年度の定例監査時に監査委員による見直しのご指摘

があった手数料の一部を改正する条例でございます。今回、実務との整合性を図るため、

上富田町手数料徴収条例第２条の全部改正及び第６条の一部を改正するものであります。 

  議案第６０号は、上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例でござ
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います。この条例につきましては、消防法の一部を改正する法律の施行において、条の

追加を行ったことに伴い、今回、上富田町消防団員等公務災害補償条例の整理のため

「第３５条の７第１項」を「第３５条の１０第１項」に改正するものであります。 

  議案第６１号は、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例であります。こ

の条例につきましては、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が改正され、本

年４月１日から施行されたことに伴い、今回、職員の１日の勤務時間を１５分間短縮す

るものであります。 

  議案第６２号は、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例であります。

この条例につきましては、議案第６１号との関連で、地方公務員の育児休業等に関する

法律が改正され、本年４月１日から施行されたことに伴いまして、職員の育児休業等に

関する条例第１１条の育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態を一

部改正するものであります。 

  議案第６３号は、上富田町国民健康保険条例の一部を改正する条例であります。この

条例につきましては、健康保険法施行令の一部改正に伴いまして、平成２１年１０月１

日から平成２３年３月３１日までの間に出産したときの出産育児一時金につきましては、

現行３５万円を３９万円に増額改正するものであります。 

  次に、議案第６４号は、平成２１年度上富田町一般会計補正予算（第４号）でありま

す。今回、既定額に２億６６５万１，０００円を追加し、予算総額を５２億１，８００

万８，０００円と定めています。 

  補正予算の主な内容は、総務費では県の緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用して実

施する二級河川、準用河川等内水面環境整備事業ほか４事業に係る経費６２５万１，０

００円、及び上富田町土壌改良剤製造大型共同作業場の焼却設備解体撤去工事につきま

して８００万円を措置しています。 

  民生費では、国の１次補正予算に伴いまして、平成２１年度限りとした第１子を含む

小学校就学前３学年の子を対象に、子育て応援特別手当として１人当たり３万６，００

０円の支給に係る１，６２０万円を措置しています。また、保育所運営費に新型インフ

ルエンザの委託料３６万１，０００円を措置しています。 

  衛生費では、女性特有のがん検診推進について、乳房及び子宮がん検診委託料を追加

措置しています。 

  農林水産業費では、紀の国森づくり基金事業を活用して、生馬愛郷会所有林への植樹

費用等３３０万円を措置しています。 

  土木費では、水穂住宅の建物補償費、これは預かり金の返還でございますけど、６６

４万７，０００円を措置しています。 
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  教育費では、岡小学校屋内運動場建築工事に係る設計委託料６００万円を措置し、ま

た、さわやか上富田まちづくり寄付金１２０万円を活用して各小学校及び中学校へ図書

購入費等を措置しています。 

  災害復旧費では、７月６日から７日にかけての大雨による災害応急復旧工事請負費を

１００万円措置しています。 

  一方、歳入につきましては、国、県補助金及び財政調整基金からの繰り入れ等を見込

み措置しています。 

  議案第６５号は、平成２１年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第１

号）でございます。今回、既定額に４６７万２，０００円を追加し、予算総額を１８億

５，９８０万７，０００円と定めています。補正予算の主な内容は、平成２０年度分療

養給付費等交付金返還金を措置しています。 

  議案第６６号は、平成２１年度上富田町特別会計老人保健補正予算（第１号）でござ

います。今回、既定額に２２２万１，０００円を追加し、予算総額を６２０万９，００

０円と定めています。補正予算の主な内容は、平成２０年度分支払基金医療費交付金返

還金等を措置しています。 

  議案第６７号は、平成２１年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第１号）でござ

います。今回、既定額に８１１万２，０００円を追加し、予算総額７億８，０３７万６，

０００円と定めています。補正予算の主な内容は、平成２０年度分介護給付費負担金国

庫返還金等を措置しています。 

  議案第６８号は、平成２１年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１号）でござ

います。今回、既定額に８６万４，０００円を追加し、予算総額を６１４万５，０００

円と定めています。補正予算の主な内容は、奨学金貸し付け認定に伴う追加補正でござ

います。 

  以上が、本定例会に上程いたします諸議案についての概要でございます。詳細につき

ましては、担当課長、企画員より説明いたしますので、ご審議の上、ご承認を賜ります

よう何とぞよろしくお願い申し上げます。 

  追加的でございますけど、議会運営委員会で県政報告会の話をさせていただいていま

す。お手元にチラシを配付しておりますけど、９月２７日の日曜日、午後２時から上富

田文化会館で開催されます。ご協力とご参加のほどよろしくお願いを申し上げます。 

  以上でございます。 
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△日程第４ 議案第４３号～日程第２４ 報告第２９号 

○議長（吉田盛彦） 

  この際、日程第４ 議案第４３号、平成２０年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定

についての件から日程第２４ 報告第２９号、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律による平成２０年度上富田町水道事業会計の資金不足比率の報告についての件まで２

１件を一括議題とします。 

  当局より提案理由の説明と報告を求めます。 

  会計管理者、小倉君。 

○会計管理者（小倉久義） 

  おはようございます。 

  それでは、議案第４３号の平成２０年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定について

から議案第５８号の平成２０年度上富田町水道事業会計決算認定についてまでの１６件

につきまして説明をさせていただきます。 

  なお、議案に従い、それぞれの会計の収支状況を順を追って説明するのが本意ではあ

りますけども、決算書の目次の次に総括表を添付していますので、後ほど総括表により

説明をさせていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いをいたします。 

  それでは、各議案につきまして説明をさせていただきます。 

  議案第４３号、平成２０年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度上富田町一般会計歳入歳出

決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  議案第４４号、平成２０年度上富田町特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算認定に

ついて。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度上富田町特別会計国民健康

保険事業歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  次、お願いいたします。 

  議案第４５号、平成２０年度上富田町特別会計老人保健歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度上富田町特別会計老人保健

歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  ４６号をお願いします。 
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  議案第４６号、平成２０年度上富田町特別会計町営砂利採取砕石事業歳入歳出決算認

定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度上富田町特別会計町営砂利

採取砕石事業歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  議案第４７号、平成２０年度上富田町特別会計宅地造成事業歳入歳出決算認定につい

て。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度上富田町特別会計宅地造成

事業歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  議案第４８号、平成２０年度上富田町特別会計共同汚水処理施設事業歳入歳出決算認

定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度上富田町特別会計共同汚水

処理施設事業歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  次、４９号をお願いいたします。 

  議案第４９号、平成２０年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業歳入歳出決算認

定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度上富田町特別会計宅地取得

資金貸付事業歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  議案第５０号、平成２０年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業歳入歳出決算認

定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度上富田町特別会計住宅新築

資金貸付事業歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  議案第５１号、平成２０年度上富田町特別会計奨学事業歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度上富田町特別会計奨学事業

歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  ５２号をお願いします。 

  議案第５２号、平成２０年度上富田町特別会計農業集落排水事業歳入歳出決算認定に

ついて。 
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  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度上富田町特別会計農業集落

排水事業歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  議案第５３号、平成２０年度上富田町特別会計公共下水道事業歳入歳出決算認定につ

いて。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度上富田町特別会計公共下水

道事業歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  議案第５４号、平成２０年度上富田町特別会計介護保険歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度上富田町特別会計介護保険

歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  議案第５５号、平成２０年度上富田町特別会計後期高齢者医療歳入歳出決算認定につ

いて。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度上富田町特別会計後期高齢

者医療歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  議案第５６号、平成２０年度上富田町特別会計朝来財産区歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度上富田町特別会計朝来財産

区歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  議案第５７号、平成２０年度西牟婁郡公平委員会歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度西牟婁郡公平委員会歳入歳

出決算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  議案第５８号をお願いします。 

  議案第５８号、平成２０年度上富田町水道事業会計決算認定について。 

  地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２０年度上富田町水道事業会計決

算を、別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  それでは、決算書の目次の次のページの平成２０年度上富田町会計別歳入歳出決算総

括表をお開きお願いいたします。この総括表で収支状況を説明させていただきます。こ

の表は、平成２０年度上富田町会計別歳入歳出決算総括表でございます。単位は円でご
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ざいます。 

  まず、議案第４３号ですけども、一般会計ですが、歳入総額が５０億６，７８７万９，

７５４円、歳出総額４９億７，７５７万５，４０６円、歳入歳出差し引き額９，０３０

万４，３４８円、うち翌年度繰り越し財源額２，２３８万２，０００円、実質収支額６，

７９２万２，３４８円となっております。なお、この実質収支額は２１年度へ繰り越し

をしております。 

  続きまして、議案第４４号は国民健康保険事業でございます。 

  歳入総額１７億９３６万９，２７２円、歳出総額１７億９３４万７，９５２円、歳入

歳出差し引き額２万１，３２０円、繰り越し額はございません。実質収支額、差し引き

額同額の２万１，３２０円となっております。この収支額につきましても２１年度の方

へ繰り越しております。 

  続きまして、議案第４５号の老人保健でございます。 

  歳入総額１億２，４２６万１，０７３円、歳出総額１億２，４２５万４，５９３円、

差し引き額６，４８０円、実質収支額とも同額でございます。同じく、２１年度の方へ

繰り越しております。 

  議案第４６号は町営砂利採取砕石事業でございます。 

  歳入総額５，９８４万６，１０８円、歳出総額５，９６８万６，７０５円、差し引き

額、実質収支額とも同額で１５万９，４０３円となっております。 

  続きまして、議案第４７号、宅地造成事業でございます。 

  歳入総額８，０４９万９，２６０円、歳出総額５億６，０８０万２，８６８円、歳入

歳出差し引き額マイナス４億８，０３０万３，６０８円でございます。繰り越し額はご

ざいません。実質収支額、差し引き額同額でマイナスの４億８，０３０万３，６０８円

となっております。この収支額につきましては２１年度からの繰り上げ充用で補てん措

置をしております。 

  続きまして、議案第４８号、共同汚水処理施設事業につきましては、歳入総額１，３

２６万２，３４７円、歳出総額１，２４６万４，９８７円、差し引き額、収支額とも同

額で７９万７，３６０円となっております。 

  続きまして、議案第４９号の宅地取得資金貸付事業につきましては、歳入総額６５９

万８，５６６円、歳出総額１，０５７万３，００４円、差し引き額、収支額ともマイナ

スの３９７万４，４３８円となっております。この収支額につきましても２１年度から

の繰り上げ充用で補てん措置をしております。 

  続きまして、議案第５０号の住宅新築資金貸付事業につきましては、歳入総額２，２

０３万１，６８８円、歳出総額６，７６８万８，２６４円、歳入歳出差し引き額マイナ
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スの４，５６５万６，５７６円、収支額とも同額でございます。同じく、２１年度より

の繰り上げ充用で補てん措置を行っております。 

  続きまして、議案第５１号は奨学事業でございます。 

  歳入総額５５６万３，６２８円、歳出総額５５２万５，５７０円、差し引き額、収支

額ともに３万８，０５８円でございます。 

  続きまして、議案第５２号の農業集落排水事業につきましては、歳入、歳出総額とも

に１億８，８８１万５，４２６円でございます。実質収支はゼロでございます。 

  続きまして、議案第５３号、公共下水道事業につきましては、歳入総額３億１，４５

４万６，０８１円、歳出総額３億１，１２７万６，６６０円、差し引き額３２６万９，

４２１円、うち翌年度繰り越し財源額２８８万１，０００円で、実質収支額は３８万８，

４２１円となっております。 

  続きまして、議案第５４号、介護保険でございます。 

  歳入総額９億８，７４３万２，３４５円、歳出総額９億８，６８６万７，９１７円、

歳入歳出差し引き額、収支額ともに５６万４，４２８円でございます。 

  続きまして、議案第５５号は、後期高齢者医療でございます。 

  歳入総額１億７，９９１万１，５６８円、歳出総額１億７，８７６万２，４３０円、

差し引き額１１４万９，１３８円、収支額とも同額でございます。 

  続きまして、議案第５６号、朝来財産区でございます。 

  歳入総額６８７万６，１３９円、歳出総額６８５万５，１２９円、差し引き額２万１，

０１０円で収支額とも同額でございます。 

  続きまして、議案第５７号、西牟婁郡公平委員会でございます。 

  歳入総額１３７万９，１７６円、歳出総額１２８万３００円、差し引き額、収支額と

も同額で９万８，８７６円でございます。 

  続きまして、議案第５８号につきましては、水道事業でございます。 

  まず、収益的収入及び支出につきましては、歳入総額が４億６，２８６万７，９５９

円、歳出総額が３億９，４０４万２０８円でございます。歳入歳出差し引き額は６，８

８２万７，７５１円、繰り越し額はございません。収支額は６，８８２万７，７５１円

で、経常利益としまして６，７３５万７，３０１円となっております。これにつきまし

ては、単年度の黒字ということになります。 

  続きまして、資本的収入及び支出につきましては、歳入総額が２，８２５万１，７６

０円、歳出総額は１億８，３４８万７，４４８円、歳入歳出差し引き額マイナスの１億

５，５２３万５，６８８円、うち繰り越し額はございません。実質収支額同額のマイナ

スの１億５，５２３万５，６８８円となっております。この収支額につきましては損益
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勘定留保資金で補てんをしております。 

  それぞれの合計ですけども、歳入総額９２億５，９３９万２，１５０円、歳出総額９

７億７，９３０万４，８６７円、歳入歳出差し引き額マイナスの５億１，９９１万２，

７１７円、うち翌年度繰り越し財源額２，５２６万３，０００円、実質収支額マイナス

の５億４，５１７万５，７１７円となっております。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。 

  なお、このあと報告第２５号から報告第２９号で地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律による健全化判断比率及び資金不足比率について報告がありますので、あわせて

ご審議の上、ご承認を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

  以上です。 

○議長（吉田盛彦） 

  総務政策課企画員、浦君。 

○総務政策課企画員（浦 勝明） 

  おはようございます。どうぞよろしくお願いします。 

  私の方から報告第２５号から報告第２９号についてご説明させていただきます。 

  まず、報告第２５号です。地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２０

年度健全化判断比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２０年度

健全化判断比率について、別紙監査委員の意見書をつけて報告する。 

  平成２１年９月１０日、上富田町長小出隆道。 

  これにつきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成１９年６月に

制定されまして、本年平成２１年４月１日から全面的に施行されております。この法律

によりまして、平成２０年度決算からは法の規定に基づき、いずれかが早期健全化基準

以上である場合には財政健全化計画を定めなければならないこととなります。 

  次のページに監査委員さんの監査意見書がございますが、地方公共団体の長は毎年度

前年度の決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率等とその算定基礎事項を記載

した書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて当該比率を議会に報告し、かつ公

表しなければならないとなっており、今議会で報告するものであります。 

  なお、健全化の判断につきましては、①で実質赤字比率、これにつきましては普通会

計が対象となります。 

  ②の連結実質赤字比率につきましては、普通会計とそれ以外の特別会計すべての会計

を含めての比率となります。 

  ③の実質公債費比率につきまして、これにつきましてはすべての会計と一部事務組合、
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広域連合、紀南病院等、それぞれ含めての比率になります。 

  ④の将来負担比率、これにつきましては、実質公債費比率の適用分とそれに公社、及

び第３セクター等が含まれるものが対象になっております。これは一般会計の地方債の

将来支払わなければならない可能性のある負担等の、現時点での残高を指標化するもの

です。 

  なお、上富田町の平成２０年度の実質赤字比率の早期健全化基準でありますが１５％、

連結実質赤字比率は２０％、実質公債費比率は２５％、将来負担比率は３５０％となっ

ております。 

  なお、上富田町の平成２０年度健全化判断比率につきましては、４つの指標とも早期

健全化基準内となってございます。 

  次に、報告第２６号です。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２０年度上富田町特別会計宅地

造成事業の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２０年

度上富田町特別会計宅地造成事業の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書をつ

けて報告する。 

  平成２１年９月１０日、上富田町長小出隆道。 

  これにつきましては、この報告第２６号から報告第２９号でございますが、公営企業

の経営健全化につきましては公営企業ごとの資金不足比率で判断します。 

  上富田町の公営企業に係る健全化の判断については、宅地造成事業、この後報告しま

す農業集落排水事業、公共下水道事業、水道事業会計の各公営企業ごとの資金不足比率

で判断します。なお、資金不足比率の経営健全化基準は２０％となっております。 

  この４会計の公営企業については、平成２０年度の資金不足は生じていないため、平

成２０年度の資金不足比率はともにゼロとなってございます。 

  続きまして、報告第２７号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２

０年度上富田町特別会計農業集落排水事業の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２０年

度上富田町特別会計農業集落排水事業の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書

をつけて報告する。 

  平成２１年９月１０日、上富田町小出隆道。 

  続きまして、報告第２８号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２

０年度上富田町特別会計公共下水道事業の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２０年
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度上富田町特別会計公共下水道事業の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書を

つけて報告する。 

  平成２１年９月１０日、上富田町長小出隆道。 

  続きまして、報告第２９号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２

０年度上富田町水道事業会計の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２０年

度上富田町水道事業会計の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書をつけて報告

する。 

  平成２１年９月１０日、上富田町長小出隆道。 

  以上で報告を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（吉田盛彦） 

  次に、監査委員の報告を願います。 

  １１番、池口公二君。 

○１１番（池口公二） 

  それでは、平成２０年度各会計の決算審査の報告をいたします。 

  ８月３日から８月７日まで、各会計にわたり、井上代表監査委員とともに１６会計の

決算審査を行いました。 

  各会計の予算額及び収入支出済額は、予算台帳並びに出納日計簿等により、出納証書

類を余すところなく照査の上、さらにその内容につき審査いたしましたところ、各会計

にわたり計数は正確であり、内容的にも適当なものと確認いたしました。 

  平成２０年度の一般会計決算額を千円単位で申し上げますが、歳入５０億６，７８７

万９，０００円、歳出で４９億７，７５７万５，０００円、歳入歳出差し引き９，０３

０万４，０００円、うち翌年度へ繰越額２，２３８万２，０００円を差し引きますと、

実質収支額は６，７９２万２，０００円の黒字となっており、厳しい財政事情が続く中、

行財政改革の効果があらわれたものと考えます。 

  歳出面では、人件費の決算額が９億２９１万４，０００円で、前年度に比べ１．５％

増加しており、これは、高速道路特別対策室への職員３名の出向に伴い、任期つき職員

３名を採用したことによる職員数の増加によるものです。 

  物件費では、前年度に比べ６．５％増加しており、これは税務関係等システムの導入、

及び改修によるものです。補助費等については前年度に比べて７．２％の減となってお

り、経常的経費の削減が見られます。 

  決算額の構成比は、消費的経費５８．８％、投資的経費１２．２％、公債費等２９％

となっております。 
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  歳出全体では、前年度と比較して、現在取り組んでいる行財政改革にもかかわらず、

本年度の経常収支比率は９４．４％、ちなみに昨年度は９４．５％であります。そうい

う中で硬直が進んでいる財政構造の状態にあり、今後は、今以上に事業等の精査を行い

経費節減を図り、健全財政の維持運営に努め、財政構造の弾力性を保持するよう一層の

努力をされる旨、指摘いたしております。 

  一方、歳入面においては、自主財源４０．４％、依存財源５９．６％の構成であり、

自主財源の確保はもとより、国・県支出金等の依存財源の確保にも一層の努力をされる

よう指摘いたしております。 

  町税の徴収率は９０．７％、収入未済額は１億２，８８４万４，０００円であり、一

般会計全体を通じての未収金の合計額は１億４，１４９万９，０００円でございます。

未収金の徴収については、世界恐慌以来とも言われる経済活動の低迷に伴い、今後も厳

しい状況が続くと思われますが、公平負担が基本であり、その観点からも、コンビニ収

納制度の利用を啓発、促進し、より一層の収納率向上を図るとともに、未納者の預金調

査、差し押さえ並びに和歌山県地方税回収機構等を積極的に活用し、未収金対策協議会

との連携的な取り組みにより滞納整理に格段の努力をされるよう指摘いたしております。 

  また、公営住宅料や保育料など各種料金を含めた未収金の徴収につきましても、万全

を期されるよう要望いたしております。 

  一般会計の本年度末の町債の現在高は６２億２，９２３万２，０００円で、前年度に

比べ４％減少いたしております。 

  本年度の町債の借入額は３億７，０７０万円で、臨時財政対策債、公営住宅建設事業

債、市ノ瀬橋改良事業債、朝来小学校グラウンド整備事業債が主なものであります。 

  現在の町財政は多額の起債償還に追われ、財源運営は極めて厳しい状況下にあります。

今後も行政需要はさらに多岐多様になるものと思われますが、より一層効率的な行財政

運営に努められ、上富田町の発展と町民の福祉向上に寄与されるよう要望いたしており

ます。 

  次に、特別会計国民健康保険事業であります。 

  歳入では１７億９３６万９，０００円、歳出では１７億９３４万８，０００円となり、

差し引き２万１，０００円の黒字となっております。 

  しかし、国民健康保険税の収納率は７２．５％で、前年度は７５．６％であり、前年

度との比較では低下し、低い状況で推移しております。今後、より一層収納率の向上に

努められ、さらなる滞納整理に努力されるとともに、高齢化社会を踏まえた長期的観点

から、健全な国民健康保険事業の運営を図るよう指摘いたしております。 

  次に、特別会計宅地造成事業であります。 
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  本年度の赤字額は４億８，０３０万４，０００円となり、前年度より減少は見られる

ものの、赤字額は大きく、恒常化しております。早急に保有財産の処分を含む年次計画

を策定し、財政健全化に向けて取り組まれるよう指摘いたしております。 

  次に、特別会計共同汚水処理施設事業の未収金につきましては、公共下水道施設への

つなぎ込みまでに抜本的な対策を講じるよう、また、宅地取得資金、住宅新築資金貸付

事業の未収金につきましては、平成２１年度より和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管

理組合による回収も行われており、今後は現年分の徴収率の向上にもなお一層の努力を

されるよう要望いたしております。 

  次に、水道事業会計であります。 

  本年度の実質収支につきましては、６，７３５万７，０００円の純利益を計上してお

りますが、依然として厳しい財政運営であり、今後もさらに経費の節減に取り組むとと

もに、施設の再点検を実施し、改良工事等の計画的な遂行に努め、財政の健全化を図り、

日常生活に不可欠な上水の安定供給に一層努力されるよう要望いたしております。 

  その他の特別会計につきましても、審査の結果を逐一ご報告申し上げるのが本意でご

ざいますが、提出いたしております審査意見書に個別の意見を添付しておりますので、

お目通し願います。 

  また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率や資金不足

比率を審査した結果、早期健全化基準や経営健全化基準を下回っているが、実質公債費

比率については早期健全化基準２５％に対して１９．５％に、将来負担比率については

早期健全化基準３５０％に対して１８８．７％に達しており、今後の地方債の借り入れ

については十分留意されるよう指摘いたしております。 

  以上で平成２０年度決算審査並びに財政健全化審査の報告とさせていただきます。 

○議長（吉田盛彦） 

  これをもって監査委員の報告を終わります。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております日程第４ 議案第４３号、平成２０年度上富田町一般

会計歳入歳出決算認定についての件から日程第１９ 議案第５８号、平成２０年度上富

田町水道事業会計決算認定についての件までの１６件については、６人をもって構成す

る決算審査特別委員会を設置し、それに付託して閉会中の継続審査にしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田盛彦） 

  異議なしと認めます。 
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  よって、日程第４ 議案第４３号、平成２０年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定

についての件から日程第１９ 議案第５８号、平成２０年度上富田町水道事業会計決算

認定についての件まで１６件については、６人をもって構成する決算審査特別委員会を

設置し、それに付託し、閉会中の継続審査とすることに決しました。 

  お諮りします。 

  ただいま設置されました決算審査特別委員会委員の選任についてはいかがしましょう

か。 

（「議長一任」の声あり） 

○議長（吉田盛彦） 

  委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、議長において指名す

ることにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田盛彦） 

  異議なしと認めます。議長において指名をいたします。 

  １０時３０分まで休憩します。 

 

 休憩 午前１０時１７分 

 

 再開 午前１０時３０分 

 

○議長（吉田盛彦） 

  再開します。 

  決算審査特別委員会委員に２番、木村政子君、３番、三浦耕一君、５番、大石哲雄君、

６番、畑山 豊君、８番、沖田公子君、１２番、井澗 治君を指名します。 

  これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田盛彦） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました６名を、決算審査特別委員会委員に選任すること

に決しました。 

  暫時休憩をしますから、委員会を開催していただきまして正副委員長の互選をお願い

します。 

  暫時休憩します。 
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 休憩 午前１０時３１分 

                           （委員長･副委員長の選出） 

 再開 午前１０時３７分 

 

○議長（吉田盛彦） 

  再開します。 

  決算審査特別委員会委員長、副委員長の互選をしていただきましたので、報告をいた

します。 

  委員長に２番、木村政子君、副委員長に５番、大石哲雄君が就任されました。委員長

始め、委員の皆さん、大変ご苦労さんですが、よろしくお願いします。 

  続けて議事に入ります。 

  先ほど報告のありました、日程第２０ 報告第２５号から日程第２４ 報告第２９号

までの５件については、平成２０年４月１日より施行された地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条及び第２２条の規定に基づき、町長より議会に報告するものであ

り、昨年度より報告があります。 

  この報告については、財政の健全化に関する重要な報告であり、これより質疑の場を

持ちたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田盛彦） 

  異議なしと認めます。 

  それでは、ただいまより質疑を行いますが、質疑につきましては、報告全体で行いた

いと思いますが、そのようにしてよろしいでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田盛彦） 

  ご異議なしと認めます。 

                                           

△日程第２０ 報告第２５号～日程第２４ 報告第２９号 

○議長（吉田盛彦） 

  それでは、報告第２５号から報告第２９号までの５件についての一括で質疑を行いま

す。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」の声あり） 
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○議長（吉田盛彦） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  報告第２５号から第２９号の件については、以上で終わります。 

                                           

△日程第２５号 議案第５９号～日程第３４ 議案第６８号 

○議長（吉田盛彦） 

  続いて、日程第２５ 議案第５９号、上富田町手数料徴収条例の一部を改正する条例

の件から日程第３４ 議案第６８号、上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１号）の

件まで１０件を一括議題とします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。 

  総務政策課長、和田君。 

○総務政策課長（和田幸太郎） 

  おはようございます。 

  それでは、議案第５９号から議案第６２号までについて、ご説明申し上げます。 

  議案第５９号、上富田町手数料徴収条例の一部を改正する条例。 

  上富田町手数料徴収条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町手数料徴収条例の一部を改正する条例（案）。 

  上富田町手数料徴収条例の一部改正。 

  第１条、上富田町手数料徴収条例の一部を次のように改正する。 

  第２条を次のように改める。 

  この改正につきましては、平成２０年度の定例監査時に町監査委員さんによる実務と

の整合性を図るようにというご指摘があった手数料徴収条例の一部を改正する条例案で

ございます。 

  改正内容につきましては、第２条の種類及び金額の規定について、実務との整合性を

図るため全部改正するものでございます。なお、金額の改正につきましては改正ござい

ません。 

  また、第６条の免除規定に「公的年金受給者現況届に係るもの」、及び「前号に掲げ

るもののほか、町長が公益上特に必要があると認めるもの」の２号を追加するものでご

ざいます。 

  附則で、この条例は公布の日から施行するとしてございます。 
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  なお、５ページから８ページに参考資料として新旧対照表を添付していますので、ご

参照お願いします。 

  続きまして、議案第６０号、上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

条例。 

  上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（案）。 

  上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部改正。 

  第１条、上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中「第３５条の７第１項」を「第３５条の１０第１項」に改める。 

  この改正につきましては、消防法の一部を改正する法律の施行において、条文の追加

を行ったことに伴い、今回、条文の整備のため第２条の損害補償を受ける権利規定中、

「第３５条の７第１項」を「第３５条の１０第１項」に改正するものでございます。 

  なお、附則で、施行期日を平成２１年１０月３０日から施行するとしてございます。 

  次のページに参考資料として新旧対照表を添付していますので、ご参照願います。 

  続きまして、議案第６１号、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例。 

  職員の勤務時間に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  職員の勤務時間に関する条例の一部改正。 

  第１条、職員の勤務時間に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「４０時間」を「３８時間４５分」に改める。 

  第３条第１項中「８時間」を「７時間４５分」に改める。 

  この改正案につきましては、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が改正さ

れ、本年４月１日から施行されたことに伴い、今回職員の１週間の勤務時間を１時間１

５分、また、１日の勤務時間を１５分短縮するものでございます。 

  附則で、施行期日を平成２２年１月１日から施行するとしてございます。 

  なお、次のページに参考資料として新旧対照表を添付しておりますので、ご参照をお

願いします。 

  続きまして、議案第６２号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。 

  職員の育児休業等に関する条例の一部を別紙のように改正する。 
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  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  職員の育児休業等に関する条例の一部改正。 

  第１条、職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１１条第１項第１号及び第２号中「２０時間、２４時間又は２５時間」を「１９時

間２５分、１９時間３５分、２３時間１５分又は２４時間３５分」に改める。 

  この改正案につきましては、先ほどの議案第６１号との関連で、地方公務員の育児休

業等に関する法律が改正され、本年４月１日から施行されたことに伴い、今回の職員の

育児休業等に関する条例第１１条の規定である育児休業法第１０条第１項第５号の条例

で定める勤務の形態を一部改正するものでございます。 

  附則で、施行期日を平成２２年１月１日から施行するとしてございます。 

  なお、次のページに参考資料として新旧対照表を添付しておりますので、ご参照をお

願いいたします。 

  以上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田盛彦） 

  住民生活課長、廣井君。 

○住民生活課長（廣井哲也） 

  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  議案第６３号、上富田町国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

  上富田町国民健康保険条例（昭和３４年条例第３５号）の一部を別紙のように改正す

る。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）。 

  上富田町国民健康保険条例の一部改正。 

  第１条、上富田町国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

  附則に次の２条を加える。 

  この条例改正につきましては、出産時に支給しております出産育児一時金の額を、国

民健康保険法施行令の一部改正に伴い、平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１

日までの間に限り、現行の３５万円から３９万円に支給額を引き上げるものでございま

す。 

  期間を限定した経過措置でありますので、本条例の附則に新たに２条を加えて附則の
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改正を行うものでございます。 

  施行期日は１０月１日からとさせていただいております。 

  なお、次のページ、参考資料につきましてはお目通しをお願いいたします。 

  以上でございます。ご承認よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田盛彦） 

  総務政策課企画員、浦君。 

○総務政策課企画員（浦 勝明） 

  よろしくお願いします。 

  議案第６４号についてご説明させていただきます。 

  平成２１年度上富田町一般会計補正予算（第４号）。 

  平成２１年度上富田町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億６６５万１，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５２億１，８００万８，０００円とす

る。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。 

  歳入につきましては、１２款、分担金及び負担金で、既定額に、今回、３４５万５，

０００円を追加、１４款、国庫支出金で、今回、７，７４６万４，０００円を追加、１

５款、県支出金で、今回、３，５３３万７，０００円を追加、１７款、寄付金で、今回、

１５３万２，０００円を追加、１８款、繰入金で、今回、８，４９４万７，０００円を

追加、２０款、諸収入で、今回、３９１万６，０００円を追加。 

  歳入合計では、既定額に、今回、２億６６５万１，０００円を追加し、５２億１，８

００万８，０００円と定めています。 

  次に、歳出につきましては、２款、総務費で、既定額に、今回、１，０８８万３，０

００円を追加、３款、民生費で、今回、１億３，９１６万４，０００円を追加、４款、

衛生費で、今回、２４６万７，０００円を追加、５款、農林水産業費で、今回、１，６

３１万円を追加、７款、土木費で、今回、２，１８４万７，０００円を追加。 

  次のページをお願いします。 

  ９款、教育費で、今回、１，４９８万円を追加、１０款、災害復旧費で、今回、１０
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０万円を追加。 

  歳出合計では、既定額に、今回、２億６６５万１，０００円を追加し、５２億１，８

００万８，０００円と定めてございます。 

  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書です。この５ページから８ページの明細につき

ましては、お目通しをお願いします。 

  次に、１２ページをお願いします。 

  １２ページ、３、歳出につきましては、２款、総務費の企画費で、上富田町土壌改良

剤製造共同作業場の焼却炉解体工事請負費８００万円を措置してございます。 

  次に、口熊野町づくり事業費で、さわやか上富田まちづくり基金への積立金で１５３

万２，０００円を措置してございます。 

  次に、人権推進費では、２３万円を追加してございます。これにつきましては、県の

人件啓発活動の委託がありましたので、映画上映会の経費を措置してございます。 

  次に、地籍調査費では、今回、補正はございませんが、事務費の調整等をしてござい

ます。 

  次に、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費で、６２５万１，０００円を追加してご

ざいます。これにつきましては、県の緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用して、二級

河川、準用河川等内水面環境整備事業ほか４事業について、事業内容が各科にわたりま

すので、この１４目に措置してございます。 

  続きまして、指定統計調査費は、５１３万円を減額してございます。主なものとしま

しては、経済センサス調査費の減額によるものでございます。 

  次に、民生費の障害福祉費は、１億１，４８９万１，０００円の追加です。法改正に

伴う事業者の移行等に伴う報酬単価等の改定によりまして、障害福祉サービス費１億８

１０万５，０００円の追加措置等をしてございます。 

  次に、社会・児童福祉医療費は、６７８万２，０００円の追加で、特別会計国民健康

保険及び特別会計老人保健への繰り出しの補正でございます。 

  次のページをお願いします。 

  次に、児童福祉総務費は、１，７１３万円の追加でございます。これは、国の平成２

１年度１号補正予算に伴い、平成２１年度限りとして、第１子を含む小学校就学前３学

年、平成１５年４月２日から平成１８年４月１日生まれまでの子を対象に、子育て応援

特別手当として１人当たり３万６，０００円を支給する子育て応援特別手当交付金等を

措置してございます。 

  次に、保育所運営費では、新型インフルエンザの委託料３６万１，０００円を措置し

てございます。 
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  次に、衛生費につきましては、予防費で２４６万７，０００円の追加で、これにつき

ましては、女性特有のがん検診の推進について乳房検診委託料、子宮がん検診委託料を

措置してございます。 

  次に、農林水産業費の農業総務費につきましては、３０件分の小規模耕地事業補助金

１８０万を措置してございます。 

  ５目に小規模土地改良事業費を設け、７３６万円で、これにつきましては、市ノ瀬根

皆田地区排水路改修ほか委託料６９１万１，０００円等を措置してございます。 

  ６目に農地有効利用支援整備事業費を３８５万円で設け、生馬地区水路改修ほか工事

請負費３６６万７，０００円等を措置してございます。 

  次に、林業総務費は３３０万円の追加で、これにつきましては、紀の国森づくり基金

活用事業として生馬愛郷会所有林への植樹費用等を措置してございます。 

  次のページをお願いします。 

  土木費の土木総務費は、生馬本郷町内会館改修に係る補助金１００万円を措置してご

ざいます。 

  次に、道路橋梁費では、維持補修工事請負費等で８２０万を措置してございます。 

  次に、河川改良費につきましては、維持補修工事請負費５００万を措置してございま

す。 

  次に、住宅管理費は７６４万７，０００円の追加で、水穂住宅の建物補償費６６４万

７，０００円等を措置してございます。 

  次に、教育費の小学校管理費につきましては、３２２万円の追加でございます。これ

につきましては、岩田小学校の通路舗装工事請負費１２０万円等を措置してございます。 

  ４目に岡小学校整備事業費を設け、今回、岡小学校屋内運動場建築工事設計委託料６

００万円を措置してございます。 

  次に、中学校管理費につきましては、中学校の図書室拡張移転に伴う修繕料１３０万

円を措置してございます。 

  次に、教育振興費につきましては、中学生の職場体験について、和歌山を元気にする

職場体験事業費補助金の内示がありましたので、経費１５万円を措置してございます。 

  次のページをお願いします。 

  次に、社会教育総務費は２７１万円の追加でございます。これにつきましては、彦五

郎イルミネーションフェスタ事業委託料４７万円、及び市ノ瀬コスモス園花祭り補助金

２００万円等を措置してございます。 

  次に、保健体育総務費につきましては、スポーツセンターにおいて１１月２８日、２

９日に開催を予定していますドリームベースボール事業への補助金１１０万円を措置し
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てございます。 

  次に、公共土木施設災害復旧費で、７月６日から７日の大雨被害によります災害応急

復旧工事請負費１００万円を措置してございます。 

  次に、給与費明細書です。今回の補正に係る時間外勤務手当を追加してございます。

お目通しのほどお願いします。 

  次に、歳入を説明させていただきますので９ページをお願いします。 

  ９ページ、歳入です。 

  歳入につきましては、今回の補正に係る財源としまして、分担金及び負担金の農林業

費負担金につきましては、３４５万５，０００円の追加です。事業についての地元負担

金で、農業費へそれぞれ財源充当してございます。 

  次に、国庫支出金の国庫負担金は、５，２３９万５，０００円の追加。 

  国庫補助金につきましては、民生費国庫補助金、衛生費国庫補助金、農林業費国庫補

助金について２，５０６万９，０００円の追加で、これにつきましては、子育て応援特

別手当補助金１，６２０万円等について、各事業へそれぞれ財源充当してございます。 

  次に、県支出金の県負担金は２，６１９万７，０００円の追加。 

  次のページをお願いします。 

  県補助金につきましては、総務費県補助金、民生費県補助金、農林業費県補助金、教

育費県補助金で１，４０３万９，０００円の追加。 

  次に、総務費委託金につきましては、４８９万９，０００円の減額で、これらにつき

ましては、緊急雇用創出事業臨時特例基金補助金６０８万２，０００円等について各事

業へそれぞれ財源充当してございます。 

  次に、寄付金のさわやか上富田まちづくり寄付金１５３万２，０００円につきまして

は、基金への積立金財源としてございます。 

  次に、基金繰入金につきましては、小集落改良住宅基金繰入金６６４万７，０００円

は、住宅管理費の建物補償費へ充当してございます。 

  次に、財政調整基金繰入金７，７１０万円につきましては、今回の補正に係る一般財

源を補てんしてございます。 

  次に、さわやか上富田まちづくり基金繰入金１２０万円は、各小学校及び中学校の図

書購入費等の財源として充当してございます。 

  次に、諸収入の雑入につきましては、明細の雑入及び広告掲載料につきましては一般

財源に、次に、環境保全事業助成金７０万円につきましては、教育費の彦五郎イルミネ

ーション事業へ、次に、田辺周辺ふるさと市町村圏事業補助金１００万円につきまして

は、ドリームベースボール事業へ、次に、長寿社会づくりソフト事業費交付金２００万
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円につきましては、市ノ瀬コスモス園花祭りの補助金等へそれぞれ財源充当してござい

ます。 

  以上が今回の補正内容でございます。ご承認いただきますようよろしくお願いします。 

○議長（吉田盛彦） 

  住民生活課長、廣井君。 

○住民生活課長（廣井哲也） 

  私の方からは議案第６５号から第６７号までをご説明いたします。よろしくお願いい

たします。 

  議案第６５号、平成２１年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第１号）。 

  平成２１年度上富田町の特別会計国民健康保険事業補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６７万２，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億５，９８０万７，０００円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」の歳入でございます。 

  ３款、国庫支出金、２項、国庫補助金で、既定額に、今回、１１万１，０００円を追

加し、１億２，７０９万７，０００円と定めております。 

  ９款、繰入金では、１項、他会計繰入金で４５６万１，０００円を追加し、１億４，

０３０万と定めております。 

  歳入合計といたしまして、既定額に、今回、４６７万２，０００円を追加し、１８億

５，９８０万７，０００円と定めております。 

  歳出でございます。 

  １１款、諸支出金で、１項、償還金及び還付加算金で、今回、１１万１，０００円を

追加し、２２１万１，０００円と定めております。 

  ２項、返還金につきましては、４５６万１，０００円を追加し、４５６万１，０００

円と定めております。 

  歳出合計といたしまして、既定額に、今回、４６７万２，０００円を追加し、１８億

５，９８０万７，０００円と定めております。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては、お目通しをお願いいたします。 
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  ６ページをお願いいたします。 

  ２、歳入でございます。 

  ３款、国庫支出金、２項、国庫補助金、１目、財政調整交付金で、１１万１，０００

円を追加しております。これにつきましては、特別調整交付金による歳入でございます。 

  ９款、繰入金、１項、他会計繰入金、１目、一般会計繰入金で、４５６万１，０００

円を追加しております。これは一般会計からの繰入金でございます。 

  次のページ、歳出につきましては、１１款、諸支出金、１項、償還金及び還付加算金、

３目、高額療養費特別支給金で、１１万１，０００円を追加しております。これは高額

療養費特別支給金でございます。これにつきましては、平成２０年４月から後期高齢者

医療制度が始まりましたが、その２０年４月から１２月までの間に７５歳の誕生日を迎

え、国保医療の方から後期高齢者医療制度へ移られた方のうち、その方の誕生月に高額

療養費が発生していた方についての個人への返還金となります。 

  当初、後期高齢者医療への移行時も、他の健康保険へ移ったときと同じように個人の

負担の限度額分が双方で必要な制度となっておりましたが、不平等との指摘もあり、途

中制度の改正がありました。国保、後期高齢者それぞれ個人負担分の限度額を２分の１

ずつに引き下げる改正が行われております。新制度の適用は後期高齢者医療制度発足時

までさかのぼり、平成２０年４月から適用されることとなっております。 

  今回の補正予算は、この制度改正までに既に支払った個人にお返しするための予算措

置で、後期高齢者医療と国保と２分の１ずつ負担いたします。今回の件数は５件を見込

んでおりまして、高額判定区分は一般世帯区分の限度額である４万４，４００円で予算

措置させていただいております。国保医療と後期高齢者医療、２分の１ずつ負担するこ

とになりますので、４万４，４００円の２分の１であります２万２，２００円の５名分、

１１万１，０００円で補正予算を計上させていただいております。 

  なお、今年の４月分からは既に改正後の新制度で運用されております。 

  ２項、返還金でございます。１目、返還金、４５６万１，０００円を追加しておりま

す。これにつきましては、平成２０年度分療養給付費等交付金の返還金として平成２０

年度分の精算による返還金でございます。 

  以上でございます。 

  続きまして、議案第６６号をお願いいたします。 

  議案第６６号、平成２１年度上富田町特別会計老人保健補正予算（第１号）。 

  平成２１年度上富田町の特別会計老人保健補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

  歳入歳出予算の補正。 
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  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２２万１，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６２０万９，０００円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  ４款、繰入金、１項、一般会計繰入金で、今回、既定額に２２２万１，０００円を追

加し、２５８万９，０００円と定めております。 

  歳入合計では、既定額に、今回、２２２万１，０００円を追加し、６２０万９，００

０円と定めております。 

  歳出。 

  ４款、諸支出金で、１項、返還金、２２２万１，０００円を追加し、２２２万１，０

００円と定めております。 

  歳出合計では、既定額に、今回、２２２万１，０００円を追加し、６２０万９，００

０円と定めております。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括、３ページ、４ページにつきましては、お

目通しをお願いいたします。 

  ５ページをお願いいたします。 

  歳入。 

  ４款、繰入金、１項、一般会計繰入金、１目、一般会計繰入金で、２２２万１，００

０円を追加しております。これにつきましては、一般会計からの繰入金でございます。 

  歳出でございます。 

  ４款、諸支出金で、１項、返還金、１目、返還金で、２２２万１，０００円を追加し

ております。これにつきましては、平成２０年度分老人医療給付費県費負担金返還金ほ

か、それぞれ２０年度の精算による返還金でございます。 

  以上でございます。 

  続きまして、議案第６７号をお願いいたします。 

  議案第６７号、平成２１年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第１号）。 

  平成２１年度上富田町の特別会計介護保険補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

  歳入歳出予算の補正。 
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  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８１１万２，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億８，０３７万６，０００円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  ２ページ、次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  ７款、繰入金、２項、基金繰入金として、既定額に、今回、８１１万２，０００円を

追加し、１億４，９２７万９，０００円と定めております。 

  歳入合計といたしまして、既定額に、今回、８１１万２，０００円を追加し、７億８，

０３７万６，０００円と定めております。 

  次のページ、歳出でございます。 

  ６款、諸支出金、１項、償還金及び還付加算金で、既定額に、今回、８１１万２，０

００円を追加し、８１１万２，０００円と定めております。 

  歳出合計といたしましては、８１１万２，０００円を追加いたしまして７億８，０３

７万６，０００円と定めております。 

  ４ページ、５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書総括につきましては、お目通し

をお願いいたします。 

  ６ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  ７款、繰入金、２項、基金繰入金、２目、介護給付費準備基金繰入金で、８１１万２，

０００円を追加補正しております。これにつきましては、介護給付費準備基金からの繰

入金でございまして、この繰り入れ後の基金残高は２，７０９万７，４８４円となりま

す。 

  次のページ、歳出をお願いします。 

  ６款、諸支出金、１項、償還金及び還付加算金、１目、償還金で、８１１万２，００

０円を追加補正しております。これにつきましては、平成２０年度分介護給付費等精算

による返還金でございます。 

  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田盛彦） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 
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○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  続きまして、議案第６８号についてご説明申し上げます。 

  議案第６８号、平成２１年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１号）。 

  平成２１年度上富田町の特別会計奨学事業補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８６万４，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１４万５，０００円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年９月１０日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」の歳入でございます。 

  ４款、繰入金、１項、基金繰入金の既定額に、今回、８６万４，０００円を追加して

１０２万９，０００円とし、歳入合計を６１４万５，０００円と定めております。 

  歳出では、１款、総務費、１項、総務管理費の既定額に、今回、８６万４，０００円

を追加して、歳出合計を６１４万５，０００円と定めております。 

  ３ページの歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては、お目通しのほどを

よろしくお願いいたします。 

  ４ページをお願いいたします。 

  歳入。 

  ４款、１目、奨学基金繰入金の既定額に、今回、８６万４，０００円を追加して、１

０２万９，０００円としております。 

  歳出では、一般管理費の既定額に、今回、８６万４，０００円を追加して、歳出合計

を６１４万５，０００円と定めております。 

  今回の補正につきましては、奨学金の申し込み者数が当初試算しておりました数を上

回りまして、審査の結果すべて認定ということになりましたので、その差額分について

補正するものでございます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田盛彦） 

  以上をもって提案理由の説明を終わります。 
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△延  会 

○議長（吉田盛彦） 

  お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（吉田盛彦） 

  ご異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  なお、次回は、９月１５日午前９時３０分となっておりますので、ご参集をお願いし

ます。 

  本日はありがとうございました。 

 

延会 午前１１時１１分 


